
監理技術者等の専任について

前工事
工期末完成検査

後工事

工期開始

現場着手

ケース①

＜工期内に完成検査を実施する場合＞ 凡 例

専任を要する期間

非専任であるが
技術者配置必要期間

引渡し

ケース②

ケース③
（余裕期間活用）

工期開始 現場着手

契約

余裕期間

工期開始

＜余裕期間＞
余裕期間は技術者配置が不要

前工事

後工事

工期開始 現場着手

ケース⑤

＜工期末後に完成検査を実施する場合＞

ケース⑥
（余裕期間活用）

工期開始 現場着手
契約

余裕期間

工期末 完成検査

工期開始 現場着手

ケース④

＜余裕期間＞
余裕期間は技術者配置が不要

前工事において、完
成検査前の専任が必
要となる期間に、後
工事の工期が開始さ
れるため×

前工事の引渡し前に、
後工事の工期が開始
されているが、前工
事の完成検査が完了
しているため○

前工事の引渡し前に、
後工事の工期が開始
されているが、前工
事の完成検査が完了
しているため○

前工事において工期
末前の専任が必要と
なる期間に、後工事
の工期が開始される
ため×

前工事の完成検査前
に、後工事の工期が
開始されているが、
前工事の工期が終了
しているため○

前工事の完成検査前
に、後工事の工期が
開始されているが、
前工事の工期が終了
しているため○

現場着手

近畿地方整備局

※前工事とは、現在履行中の工事をいう。後工事とは、受注しよう
とする工事をいう。


